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潟上市特定事業主行動計画

はじめに

日本全体の急速な少子化の進行等に鑑み、平成 15 年７月に次世代育成支援対策を迅速か

つ重点的に推進し、次世代の社会を担う子どもたちが健やかに生まれ育てられる社会の形

成に、国・地方公共団体及び事業主などが一体となって取り組んでいくことを目的とした

「次世代育成支援対策推進法」が成立しました。

この法律は、事業主として国及び地方公共団体を「特定事業主」と位置づけ一事業主と

しての立場から、職員が仕事と子育てを両立できるよう、職場環境の整備等を盛り込んだ

「特定事業主行動計画」を策定するよう求めたものです。本市においては、平成 18 年 6 月

に「潟上市特定事業主行動計画」を策定し、同法に規定する「特定事業主」として、職員

の子育てと仕事の両立に向けた環境づくりを進めてきました。

次世代育成支援対策推進法は、平成 27 年３月末日までの時限立法でしたが、令和 17 年

３月末日まで延長されることに伴い、国の行動計画策定指針も改定され、男性職員の子育

てへの積極的な参加、子育てを行う女性職員の活躍推進などが追加されました。

本市においても、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第

64 号。以下「法」という。）第 15 条の規定に基づき、「潟上市特定事業主行動計画」（以下

「本計画」という。）を平成 28 年に策定しました。

令和８年４月からも引き続き、男性も女性も子どものいる・いないにかかわらず、職員

一人一人が本計画に基づく取組みの重要性を認識し職場全体で取り組むために計画を改正

しました。この計画の内容を自分自身に関わることと捉え、互いに助け合い支え合ってい

くことで、それぞれの職員の持つ能力を最大限に発揮して仕事と子育てを両立できる組織

を目指します。

令和８年３月 31日

特定事業主

市長

市議会議長

教育委員会

選挙管理委員長

代表監査委員

農業委員会会長
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１．対象職員

市長部局、議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委

員会事務局及び公営企業の常勤の職員とします。

２．計画期間

本計画の期間は、令和８年４月１日から令和 13 年 3 月 31 日までの５年間とします。

計画期間中においても、社会情勢の変化や職員のニーズに対応するため、必要に応じて見

直します。

３．実施体制

本市では、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組状況・数値目標の達成状況の点検・

評価等について総務課で行うこととします。また、潟上市男女共同参画推進条例の基本理

念に則り、その実現に向けて不断的に総合的かつ計画的に推進していきます。

４．計画の進捗管理と情報の公表

本計画の進捗管理については、目標に関する状況を年度ごとに取りまとめ、本市ホーム

ページにおいて公表します。

５．制度を利用しやすい環境づくり・支援体制づくり

職員が心身ともに健康で、仕事と家庭生活を両立できるよう、以下の５つの柱を中心に

職場環境の改善を推進します。

（１）妊娠・出産期におけるきめ細かなサポート

母体保護と健康管理を最優先し、安心して出産を迎えられる体制を整えます。

①制度の周知と経済的支援

産前・産後休暇、育児休業などの各種制度に加え、共済給付金等の経済的支援につ

いて、対象職員へ確実に情報を届けます。

②早期相談と安全配慮

妊娠が判明した際の速やかな申し出を促し、所属長は業務量の調整や体調への配慮

など、安全に働ける環境づくりに努めます。

（２）男性職員の「出生時育休」等の取得促進

配偶者の出産直後の重要な時期に、すべての男性職員が育児に参画できるよう後押し

します。

①多様な休暇制度の活用

「産後パパ育休（出生時育児休業）」や配偶者出産休暇、育児参加のための休暇、年次

有給休暇の積極的な取得を推奨します。



3 / 9

②職場の理解促進

男性が休みを取ることが当たり前となるよう、職場全体の意識改革を行い、互いに

支え合う雰囲気を作ります。

（３）育児休業を取得しやすい環境と復帰支援

休業中も孤立せず、スムーズに職場へ戻れるよう継続的に支援します。

①個別意向確認の徹底

改正法令に基づき、本人や配偶者の妊娠・出産を知った際、所属長から制度を説明

し、取得の意向を個別に確認するプロセスを徹底します。

②休業中の情報共有と復帰サポート

育児休業を取得している職員の円滑な職場復帰を図るため、LoGo チャットを活用し

た情報の共有や個別相談の実施など、必要な支援体制を整備します。

（４）時間外勤務（残業）の削減

「残業はあくまで臨時・緊急時のもの」という原則を徹底し、業務の効率化を進めます。

①子育て世帯への配慮

小学校就学前の子を持つ職員に対し、育児時間を確保できるよう超過勤務の免除や

制限を適切に運用します。

②業務の抜本的な見直し

事務の簡素化や庶務管理システム活用による適正な勤務管理を行い、特定の人に業

務が偏らない「平準化」を進めます。

③上限管理の徹底

残業時間を原則「年間 360 時間以内（月平均 30 時間程度）」とし、目安を超過しそ

うな職場には総務部門が直接ヒアリングを行い、具体的な改善策を講じます。

（５）休暇を取得しやすい文化の醸成

リフレッシュや家族との時間を大切にできるよう、計画的な休暇取得を推進します。

①「計画的付与」の推進

四半期ごとに休暇予定を立て、職場全体でスケジュールを共有することで、休みを

取りやすい環境を整えます。

②ライフスタイルに合わせた休暇取得

大型連休、夏季休暇に加え、家族の誕生日や学校行事など、個人の大切な記念日等

での休暇取得を奨励します。

③子の看護休暇の活用

急な発熱や健診、入学式又は卒業式など、子どもの健やかな成長を支えるための特

別休暇制度について、気兼ねなく利用できる体制を維持します。
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６．現状と課題

法第 15 条第 3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業

主行動計画の策定等に係る内閣府令（平成 27 年内閣府令第 61 号。以下「内閣府令」とい

う。）第 2条に基づき、市長部局、市議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務

局、監査委員事務局及び農業委員会事務局（以下「市長部局等」という。）において、それ

ぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について

分析を行いました。

（１）採用した職員に占める女性職員の割合

目 標：目標期間中に採用試験申込者の女性比率を 50％まで増やします。

取組内容：募集段階で女性志望者の拡大につながるようホームページ等情報媒体を活用

して、情報発信の質・量ともに増やします。どのような取り組みを行ってい

るのか具体的な情報発信を積極的に行うことで、出産・子育てを両立しなが

らキャリア形成できるイメージを持ってもらえるように努めます。

達成状況：計画期間中における各年度の実績値は下表のとおりで、令和４年度を除き達

成することができませんでした。

（２）職員 1人あたりの各月ごとの超過勤務時間

目 標：令和３年度から５年間の間で、平成 29年度実績の年間 36,868 時間から▲５％

削減を目指します。

取組内容：職員の超過勤務については、システム（SKYSEA）を導入し事前申請を推奨し、

所属長は業務の必要性、緊急性を十分に考慮し、真に必要な時間数を事前に

命令することを徹底します。また、職員の業務状況を把握し健康状態や体調

管理の観点から適性な勤務体制に努めます。仕事を質と量両面から分析し、

いまある仕事量を適切にこなしていくにはどのような能力・スキルを持った

人がどの程度必要なのか。どのような人事配置や取り組みが必要となるのか、

現場の声と要望を反映させるため、各課調書の作成とヒアリングを実施しま

す。

性別 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

男性 ５６人 ６３人 ４１人 ４２人

女性 ３１人 ４８人 ４２人 ２１人

女性の割合 ３５.６％ ４３.２％ ５０.６％ ３３.３％
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達成状況：計画期間中における各年度の実績値は下表のとおりで、令和６年度時点で約

▲33%削減することができました。

（３）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

目標：管理職に占める女性職員の割合を 30％へ引上げ、維持します。

取組内容：現在、政府が掲げる成長戦略の柱として位置づけられている女性の活躍推進に

おいて、社会の指導的立場にある女性の割合を、2020 年までに 30％程度へ引き

上げる目標がうたわれています。本市においても、女性職員を積極的に管理職

として登用しながら女性職員が自らのキャリアアップについて考える機会を提

供し、更なる意欲喚起を図り、外部研修機関への派遣の機会を設けるなど、女

性職員のキャリアアップを支援します。

達成状況：計画期間中における各年度の実績値は下表のとおりで、毎年度達成することは

できませんでした。

（４）各役職段階にある職員に占める女性職員の割合

令和３年度から令和７年度までの５年間（基準日 4月 1 日）で各役職段階別女性職員の

割合は、課長補佐級では令和３年度時点では25.9％でしたが、令和７年度では48.5％で22.6

ポイント上昇しています。また、主席主査（係長）級についても 72.0％と女性職員が占め

る割合が過半数を超えています。

年度 年間累計
一人当たりの一月当たりの

平均超過勤務時間

令和６年度 ２４,５６９時間 ８.６時間

令和５年度 ２９,４１１時間 １０.７時間

令和４年度 ３４,４９９時間 １２.９時間

令和３年度 ３８,９１６時間 １２.７時間

役職段階 令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

部局長相当職 １４.３％ １４.３％ ０.０％ １４.３％ ０.０％

課長相当職 ３２.０％ ３２.０％ ３３.３％ ２５.９％ ２５.９％

管理職計 ２８.１％ ２８.１％ ２６.５％ ２３.５％ ２０.６％

役職段階 令和７年度 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

部局長相当職 １４.３％ １４.３％ ０.０％ １４.３％ ０.０％

課長相当職 ３２.０％ ３２.０％ ３３.３％ ２５.９％ ２５.９％

課長補佐相当職 ４８.５％ ４４.８％ ５０.９％ ４６.３％ ４７.１％

係長相当職 ７２.０％ ６４.５％ ５６.４％ ６２.２％ ５２.７％
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（５）男女別の育児休業取得率及び平均取得期間

令和４年 10 月の制度改正により、育児休業を分割して取得できるようになるなど、休み

を取りやすい環境が整いました。また、対象職員への意向確認を徹底した結果、男性職員

の育児休業取得率は着実に向上しています。

特筆すべき点として、令和６年度には１か月以上の長期休業を取得する男性職員が 80%

に達するなど、取得期間も延びており、より深く育児に参画する傾向が見られます。

※令和５年度は対象者全員が取得しましたが、令和６年度は 50.0％となっています。こ

れは対象人数が少ない場合、1人の動向で数字が大きく変動するためです。

１．育児休業取得率

２．取得期間の分布状況

（６）ハラスメント対策の現状分析

令和８年初頭に実施した職員アンケートの結果、ハラスメントの言葉の意味は約８割の

職員に浸透している一方、市の対応ルール（マニュアル）の内容まで把握している職員は

約３割に留まっており、周知不足が課題となっています。また、過去１年間にハラスメン

トを受けたり、見聞きしたりした職員が一定数存在し、約３人に１人が現在の対策に「改

善の余地がある」と感じています。今後は、誰もが安心して相談でき、問題を早期に解決

できる体制づくりをさらに進めていく必要があります。

職種 性別 令和６年度 令和５年度 令和４年度 令和３年度

行政職等
男性 ５０.０％ １００％ ７５.０％ ６０.０％

女性 １００％ １００％ １００％ １００％

会計年度

任用職員

男性 － － － －

女性 １００％ １００％ １００％ １００％

年度 性別 １か月未満
１か月以上

６か月未満

６か月以上

12か月未満
12か月以上

令和６年度
男性 ２０.０％ ６０.０％ ２０.０％ ０.０％

女性 ０.０％ ０.０％ ７７.８％ ２２.２％

令和５年度
男性 ６６.７％ ３３.３％ ０.０％ ０.０％

女性 ０.０％ ０.０％ ８０.０％ ２０.０％

令和４年度
男性 ６６.７％ ３３.３％ ０.０％ ０.０％

女性 ０.０％ ０.０％ １００.０％ ０.０％

令和３年度
男性 ６６.７％ ０.０％ ３３.３％ ０.０％

女性 ０.０％ ２０.０％ ８０.０％ ０.０％



7 / 9

アンケート結果抜粋

Ｑ１ あなたは職場におけるハラスメントの定義や具体例について、どの程度理解してい

ますか。

１．十分に理解している（周囲に説明できる）····13％

２．ある程度理解している······················70％

３．あまりよく知らない························16％

４．全く知らない······························１％

Ｑ２ 「潟上市ハラスメント予防・対応マニュアル」について

１．存在を知っており、内容も理解している······29％

２．存在は知っているが、内容はよく知らない····49％

３．存在自体を知らない························22％

Ｑ３ あなたは職場において、この１年間でハラスメントを受けたと感じたことはありま

すか。

１．受けたと感じたことがある··················13％

２．受けたと感じたことはない··················87％

Ｑ４ あなたは職場において、この１年間で、身の回りでハラスメントが起きていること

を見聞きしましたか。（採用１年未満の方は、採用後の期間で回答してください）

※他部署での出来事や、周囲の方（部下・上司・同僚など）からの相談も含みます。

１．見聞きしたことがある（目撃・相談など）····18％

２．一度もない································82％

Ｑ５ 職場のハラスメント対策（研修や相談窓口の設置など）は十分だと思いますか。

１．十分だと思う（安心して働ける）············13％

２．概ね十分だと思う··························53％

３．やや不十分だと思う（改善の余地がある）····26％

４．不十分だと思う（対策が機能していない）····８％
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７．目標設定

当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定しました。

その目標を達成するため、次に掲げる取り組みを実施します。

なお、この目標は、市長部局等において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対

応するものから順に挙げています。

（１）男性職員の育児休業取得率

目 標：計画期間中の男性職員の育児休業取得率について、当該年度中に新たに育児

休業等が取得可能となった男性職員のうち、育児休業を２週間以上取得する

男性職員の割合について、毎年度８５％以上とします。

取組内容：本人または配偶者の妊娠・出産を把握した際、総務課担当が速やかに面談又

は制度の周知を行い、育児休業の取得意向を確認します。これにより、「取得

するのが当たり前」という職場環境を醸成します。

（２）職員 1人あたりの各月ごとの超過勤務時間

目 標：令和８年度から 5年間の間で、1人当たり時間外勤務時間（月平均）を令和６

年度実績の 8.6 時間から▲５％削減を目指します。

取組内容：庶務管理システムによる勤務状況の可視化を推進し、超過勤務の「事前申請・

事前命令」を徹底します。所属長は、業務の必要性や緊急性を厳格に精査し

た上で、真に必要な時間数に限り命令を行うものとします。また、システム

上の退庁記録等との乖離を確認し、客観的な記録に基づく適正な労働時間管

理を実施します。

（３）採用試験申込者の女性比率

目 標：目標期間中に採用試験申込者の女性比率を 50％まで増やします。

取組内容：前期の未達成要因を分析し、情報発信を質・量ともに強化します。ホームペ

ージや SNS を活用し、本市で働く将来像を明確にイメージできる魅力的な情

報発信を積極的に行うことで、女性志望者の着実な拡大に努めます。
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（４）管理的地位にある職員に占める女性職員の割合

目 標：管理職に占める女性職員の割合を 30％へ引上げ、維持します。

取組内容：現在、政府の「女性版骨太の方針」等において、社会のあらゆる分野で指導

的地位に占める女性の割合を、2030 年までに 30％以上とする目標が掲げられ

ています。本市においても、女性職員の管理職への積極的な登用を推進する

とともに、自身のキャリア形成について主体的に考える機会の提供や、外部

研修機関への派遣、さらには仕事と生活の調和（ワークライフバランス）を

支える環境整備等を通じて、意欲ある女性職員のキャリアアップを多角的に

支援します。

（５）ハラスメントの防止と職場環境の改善

目 標：市のハラスメント対応マニュアルについて、「内容まで理解している」職員の

割合を 80％まで引き上げます。

取組内容：令和８年初頭に実施した「ハラスメント実態調査」の結果、職員の約８割が

ハラスメントの定義を理解している一方、対応マニュアルの内容まで把握し

ている職員は約３割に留まり、対策が不十分と感じている職員も一定数存在

することが明らかになりました。この結果を真摯に受け止め、既存のマニュ

アルの周知徹底を図るとともに、実態に即した研修の充実や相談窓口の機能

強化を図ります。ハラスメントを「見逃さない」「放置しない」組織文化を醸

成し、全ての職員が安心して能力を発揮できる職場づくりを推進します。


